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規 則  

 

 横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ７ 月 12 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 規 則 第 66 号  

   横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の  

   一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 29 年

７ 月 横 浜 市 規 則 第 56 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 10 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ 条 第 １ 号 に 規 定 す

る 敷 地 （ 以 下 「 敷 地 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 」 を 削 り 、 「 も の 」 を

「 一 団 の 土 地 の 部 分 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 ア 中 「 で 構 成 さ れ る 交 差

点 」 を 「 が 交 差 し 、 又 は 接 続 す る 箇 所 （ 交 差 又 は 接 続 に よ り 生 ず る

内 角 が  120 度 を 超 え る 場 合 を 除 く 。 イ に お い て 同 じ 。 ） 」 に 改 め 、

同 号 イ 中 「 で 構 成 さ れ る 交 差 点 」 を 「 が 交 差 し 、 又 は 接 続 す る 箇 所

」 に 改 め 、 同 号 イ た だ し 書 中 「 交 差 点 」 を 「 箇 所 」 に 改 め 、 同 条 第

２ 項 中 「 、 そ の 」 を 「 そ の 」 に 、 「 で あ り 」 を 「 で あ る も の に 接 し

、 か つ 」 に 、 「 も の 」 を 「 一 団 の 土 地 の 部 分 」 に 改 め る 。  

 第 14 条 第 １ 号 中 「 。 ） 」 の 次 に 「 又 は 狭 あ い 道 路 に 設 置 さ れ た 電

柱 そ の 他 こ れ に 類 す る も の （ こ れ ら を 支 持 す る 支 柱 等 が あ る 場 合 は

、 こ れ を 含 む 。 ） の 除 去 若 し く は 移 設 に 要 し た 費 用 （ 以 下 「 整 備 行

為 に 要 し た 費 用 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ２ 号 中 「 狭 あ い 道

路 」 の 次 に 「 又 は 後 退 用 地 等 」 を 加 え 、 「 後 退 用 地 等 を 除 く 敷 地 」

を 「 条 例 第 ９ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 協 議

の 対 象 と な る 土 地 （ 後 退 用 地 等 を 除 く 。 ） 」 に 改 め る 。  

 第 15 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  前 条 第 １ 号 の 助 成 金 の 額 は 、 条 例 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 道 路

形 態 の 整 備 （ 以 下 「 道 路 状 整 備 」 と い う 。 ） を 行 っ た 場 合 に あ っ

て は 別 表 第 １ に よ り 、 道 路 状 整 備 以 外 の 整 備 を 行 っ た 場 合 に あ っ

て は 別 表 第 ２ に よ り 算 出 し た 額 の 範 囲 内 で 整 備 行 為 に 要 し た 費 用

等 の 額 （ 後 退 用 地 等 の 舗 装 、 整 備 支 障 物 件 の 除 去 若 し く は 移 設 又

は 擁 壁 の 除 去 若 し く は 築 造 （ 以 下 「 舗 装 等 」 と い う 。 ） に 際 し て

他 の 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 交 付 決 定 を

受 け た 舗 装 等 に 要 し た 費 用 の 額 を 除 く 。 ） と す る 。 こ の 場 合 に お

い て 、 助 成 金 の 額 に  1,000 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

金 額 を 切 り 捨 て る 。  

 第 15 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  
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３  前 条 第 ２ 号 の 奨 励 金 の 額 は 、 移 設 し た 電 柱 １ 本 に つ き   100,000   

 円 と す る 。  

 第 16 条 第 ２ 項 中 「 は 、 」 の 次 に 「 整 備 行 為 を 行 っ た 後 、 当 該 」 を

加 え 、 同 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 を 削 り 、 同 条 第 ５ 項 中 「 前 項 の 規 定 に

よ る 確 認 が 完 了 し た 場 合 に あ っ て は 、 整 備 行 為 に 要 し た 費 用 」 を 「

整 備 行 為 に 要 し た 費 用 等 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 ３ 項 と し 、 同 条 中

第 ６ 項 を 削 り 、 第 ７ 項 を 第 ４ 項 と す る 。  

 第 17 条 第 １ 項 中 「 交 付 申 請 を 行 っ た 者 は 、 前 条 第 ３ 項 」 を 「 交 付

を 受 け よ う と す る 者 は 、 同 項 」 に 、 「 申 告 書 の 提 出 を 行 う と き 」 を

「 申 請 を 行 う 日 」 に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 「 第 20 条 の 」 を 削 り 、 同

条 第 ２ 項 中 「 条 例 第 14 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 」 を 「 条 例 第 16 条 第 ３

項 の 規 定 に よ り 横 浜 市 に よ る 管 理 を 実 施 す る 旨 の 」 に 改 め る 。  

 第 20 条 を 削 り 、 第 21 条 を 第 20 条 と し 、 第 22 条 を 第 21 条 と す る 。  

 第 23 条 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 (1)  路 線 型 整 備 を 行 う 道 路 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の で あ っ

て 当 該 道 路 を 一 体 的 に 整 備 す る こ と が 適 当 で あ る と 市 長 が 認 め

る も の で あ る こ と 。  

  ア  道 路 法 （ 昭 和 27 年 法 律 第  180 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 の 道 路 で あ  

   る こ と 。  

  イ  交 差 点 と 交 差 点 を 結 ぶ 道 路 で あ る こ と 又 は 交 差 点 か ら の 長  

   さ が お お む ね 30 メ ー ト ル 以 上 の 道 路 で あ る こ と 。  

 第 23 条 を 第 22 条 と し 、 第 24 条 を 第 23 条 と し 、 第 25 条 を 第 24 条 と す

る 。  

 第 26 条 中 「 整 備 行 為 に 要 し た 費 用 」 を 「 整 備 行 為 に 要 し た 費 用 等

」 に 改 め 、 同 条 を 第 25 条 と し 、 第 27 条 を 第 26 条 と す る 。  

 別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 １ （ 第 15 条 第 １ 項 ）  

 １  整 備 支 障 物 件 の 除 去  

  整備支障物件の種類           助成金の額         

塀、門柱及び門扉      見付面積１平方メートルにつき     4,000円  

設備  給排水管その他これ 

に類するもの    

除去（移設に伴う除去を除く。）に要した額。  

ただし、施工１件につき 250,000 円を限度とす  

る。                    ガス管その他これに 

類するもの     

電柱その他これに類 

するもの      

除去（移設に伴う除去を除く。）に要した額。  

ただし、施工１件につき 900,000 円を限度とす  

る。                    

樹木  生け垣を構成するも   
 



                     横 浜 市 報  定期第 172 号 令和６年７月12日 

5 

 の及び低木以外の樹 

木         

１本につき 

 

  13,000円  

 

生け垣       １本につき   2,000円  

 ２  整 備 支 障 物 件 の 移 設  

  整備支障物件の種類           助成金の額         

塀及び門柱         見付面積１平方メートルにつき    18,000円  

門扉            １組につき            123,000円  

設備  給排水管その他これ 

に類するもの    

移設に要した額。ただし、施工１件につき 250, 

000 円を限度とする。            

ガス管その他これに 

類するもの     

電柱その他これに類 

するもの      

移設に要した額。ただし、施工１件につき 900, 

000 円を限度とする。            

 ３  狭 あ い 道 路 に 設 置 さ れ た 電 柱 そ の 他 こ れ に 類 す る も の の 除 去  

  又 は 移 設  

    物件の種類             助成金の額         

電柱その他これに類するもの 除去（移設に伴う除去を除く。）又は移設に要  

した額。ただし、施工１件につき 900,000 円を  

限度とする。                 

 ４  擁 壁 の 除 去  

    物件の種類             助成金の額         

擁壁のうち、上端と下端との 

垂直距離が１メートルを超え 

る部分           

見付面積１平方メートルにつき    21,000円  

 （ 備 考 ）  

   こ の 表 に よ る 助 成 金 の 金 額 は 、 500,000 円 を 限 度 と す る 。  

 ５  擁 壁 の 築 造  

    物件の種類             助成金の額         

擁壁のうち、上端と下端との 

垂直距離が１メートルを超え 

る部分           

見付面積１平方メートルにつき    87,000円  

 （ 備 考 ）  

   こ の 表 に よ る 助 成 金 の 金 額 は 、   3,500,000  円 を 限 度 と す る 。  

 ６  後 退 用 地 等 の 整 備  



                     横 浜 市 報  定期第 172 号 令和６年７月12日 

6 

    整備の種類             助成金の額         

側溝移設を伴う舗装     整備間口の長さ１メートルにつき   71,000円  

側溝移設を伴わない舗装   舗装面積１平方メートルにつき    13,000円  

道路内のますの移設     １件につき            202,000円  

別 表 第 ２ （ 第 15 条 第 １ 項 ）  

 １  整 備 支 障 物 件 の 除 去  

  整備支障物件の種類           助成金の額         

電柱その他これに類するもの 除去（移設に伴う除去を除く。）に要した額。  

ただし、施工１件につき 900,000 円を限度とす  

る。                    

樹木  生け垣を構成するも 

の及び低木以外の樹 

木         

１本につき             13,000円  

生け垣       １本につき              2,000円  

 ２  整 備 支 障 物 件 の 移 設  

  整備支障物件の種類           助成金の額         

電柱その他これに類するもの 移設に要した額。ただし、施工１件につき900,  

000 円を限度とする。            

 ３  狭 あ い 道 路 に 設 置 さ れ た 電 柱 そ の 他 こ れ に 類 す る も の の 除 去  

  又 は 移 設  

    物件の種類             助成金の額         

電柱その他これに類するもの 除去（移設に伴う除去を除く。）又は移設に要  

した額。ただし、施工１件につき 900,000 円を  

限度とする。                

 ４  擁 壁 の 除 去  

    物件の種類             助成金の額         

      のり    

擁壁（下法擁壁（当該擁壁が 

接している道路の地盤面より 

低い位置にある擁壁であって 

、道路の保護のため築造され 

、及び管理されているものを 

いう。以下同じ。）に限る。 

）のうち、上端と下端との垂 

 

 

見付面積１平方メートルにつき  

 

 

  21,000円  
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直距離が１メートルを超える 

部分            
  

 （ 備 考 ）  

   こ の 表 に よ る 助 成 金 の 金 額 は 、 500,000 円 を 限 度 と す る 。  

 ５  擁 壁 の 築 造  

    物件の種類             助成金の額         

擁壁（下法擁壁に限る。）の 

うち、上端と下端との垂直距 

離が１メートルを超える部分 

見付面積１平方メートルにつき    87,000円  

 （ 備 考 ）  

   こ の 表 に よ る 助 成 金 の 金 額 は 、 3,500,000 円 を 限 度 と す る 。  

 ６  後 退 用 地 等 の 整 備  

    整備の種類             助成金の額         

舗装            舗装面積１平方メートルにつき    13,000円  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則 第 15 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 、 第 16 条 、 別 表 第 １ 並 び

に 別 表 第 ２ の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す る 横 浜 市

狭 あ い 道 路 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 28 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 62 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 協

議 （ 以 下 「 協 議 」 と い う 。 ） に 係 る 補 助 金 の 交 付 に つ い て 適 用 し

、 同 日 前 に 開 始 し た 協 議 に 係 る 補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

 




